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研究の要約 

本研究は，公立中学校における学習評価の改善について，平成29年告示の中学校学習指導要領の実施から

一年あまりを経た時点での状況と課題を明らかにし，授業改善につながる学習評価の在り方について提案

するものである。 

既に，これまでの本県の取組においても，学習評価の趣旨を周知する研修や，実践のための手引の提示，

評価の方法等に係る研究は行われてきた。そのことを踏まえ，本研究の一年次においては，授業改善につな

がる学習評価を一層効果的に実践していくための理論の構築を目指して，次のように研究を進めた。 

まず，国の示す資料や県内の調査から学習評価全般に係る現状と課題を把握した。次に，文献研究を基に，

目指す学習評価として形成的評価の着実な実施が重要であると考え，その成立要件を整理し，本研究独自の

実態調査等を踏まえて形成的評価の実践上の課題を明らかにした。そして，国内外において形成的評価を効

果的に実践している事例を収集し，それらを基に課題の克服に向けたポイントの抽出を試みた。その結果，

形成的評価の実践上のポイントを六つにまとめ，各ポイント相互の関係も含めて提示することができた。 
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はじめに 

 

１ 研究の目的 

本研究は，平成29年告示の中学校学習指導要領（以

下，この告示年のものを「学習指導要領」とする。）

の下での中学校における学習評価の課題を分析し，

授業改善を促すための学習評価の在り方について提

案することを目的とした研究である。具体的には，

教師が学習指導において，単元を通して形成的評価

を不断に行い，指導の改善や，生徒が学習改善を進

めていけるようにするための学習評価の考え方や方

法等に関する提案を試みるものである。 

学習評価の改善の基本的な方向性として，中央教

育審議会初等中等教育分科会教育課程部会「児童生

徒の学習評価の在り方について（報告）」（平成31年

１月，以下「報告」とする。）には次の３点が示され

ている。 

 

① 児童生徒の学習改善につながるものにして

いくこと 

② 教師の指導改善につながるものにしていく

こと 

③ これまで慣行として行われてきたことでも，

必要性・妥当性が認められないものは見直して

いくこと 

学習評価の改善の基本的な方向性1) 

 

 これらのうち，特に①と②が挙げられた背景の一

つとして，「報告」には「学期末や学年末などの事後

での評価に終始してしまうことが多く，評価の結果

が児童生徒の具体的な学習改善につながっていな

い」2)という指摘がある。こうした指摘から，評価に

よって目標の実現状況を把握し，その結果を授業改
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善に生かすという，目標に準拠した評価を通した「指

導と評価の一体化」が十分に実現できていない実態

があると考えられる。 

 「報告」に示された３点の方向性は，その後の文

部科学省通知「小学校，中学校，高等学校及び特別

支援学校等における児童生徒の学習評価及び指導要

録の改善等について」（平成31年３月）において全国

の学校に周知され，令和３年度からの「学習指導要

領」実施とともに取り組まれることとなった。 

 「学習指導要領」の実施と前後して，国立教育政

策研究所から「『指導と評価の一体化』のための学習

評価に関する参考資料」（令和２年，以下，「参考資

料」とする。）が示され，この「参考資料」に基づい

て，全国の多くの教育委員会において学習評価の手

引等が作成され，各学校ではそれらを用いた研修及

び実践がなされている。 

 本研究の一年次においては，「学習指導要領」の実

施から一年あまりが経過した現在，先述の学習評価

の改善について，中学校の現状と課題を把握すると

ともに，学習評価の改善について成果を挙げている

国内外の先進校の実践を分析し，学習評価の改善を

確実に進めるための提案を試みる。本研究の成果は，

中学校の学習評価の改善及び授業改善に資するとと

もに，中学校に続いて学習指導要領が実施されてい

る高等学校の実践にも役立てられるものと考える。 

 

２ 用語の定義 

 本研究における主要な用語の定義は表１のとおり

とする。 

 

表１ 本研究における用語の定義 

用語 定義 

授業改善 

単元（後述）という学習内容の一まとま

りの中における，教師の指導改善及び生徒

の学習改善を促すような教師の働きかけ

を指す。 

形成的評価 

目標に照らして生徒の学習の状況を見

取り，教師の指導改善や生徒の学習改善に

生かすとともに，生徒自身が主体的に自己

の学習を調整していけるようにする評価。 

日本において2000年代以降論じられて

いる「形成的アセスメント」の考え方の下，

生徒の学習改善を促す「学習のための評

価」や，生徒自身による学習改善を志向す

る「学習としての評価」と称されるような

ところまでを含めるものとする。（詳細は

後述） 

（補足） 

「報告」には「形成的評価」や「形成的

アセスメント」といった用語は用いられて

いないものの，安藤輝次（令和２年）(1)，

二宮衆一（2022）(2)らが指摘するように，

上述の「形成的アセスメント」の考え方が

「報告」に示された先述の①②（生徒の学

習改善や教師の指導改善に生かすこと）に

含まれていると言える。 

総括的評価 

 一定の学習が終了した時点での，学習の

成果を目標に照らして示すものであり，成

績の評定や証明を目的に行うもの。 

（補足） 

 本研究においては，形成的評価との違い

を，主に目的の違いと捉えている。総括的

評価の結果は，それを基に教師が指導改善

を図ったり，生徒にフィードバックして学

習改善を促したりするなど，形成的に用い

ることも可能である。 

単元 

中央教育審議会「幼稚園、小学校、中学

校、高等学校及び特別支援学校の学習指導

要領等の改善及び必要な方策等について

（答申）」（平成28年）によると，「単元と

は各教科等において，一定の目標や主題を

中心として組織された学習内容の有機的

な一まとまりのこと」3）である。 

「参考資料」においても，この定義に基

づいていると考えられ，学校現場において

も「参考資料」に基づいた実践や研修が行

われていることが想定されるため，本研究

においてもこの答申の定義を用いる。 

 

Ⅰ 学習評価の現状と課題 

 

１ 公立中学校の状況 

(1) 広島県公立中学校長会による調査 

「学習指導要領」に基づく学習指導及び学習評価

の状況について，広島県では広島県公立中学校長会

が令和２年度から２年間にわたり県内の公立中学校
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（義務教育学校を含む）を対象とした調査・研究を

行ってきた。 

 その調査結果（「令和３年度 研究集録」）による

と，県内の公立中学校の状況として，およそ次のこ

とが言える(3)。 

 

ａ 学習評価の改善の趣旨や具体的な評価の方

法について，校内の意識統一を図ったり，実践

交流を行ったりしている。 

ｂ 特に「主体的に学習に取り組む態度」の評価

について，信頼性を高めるための取組が進めら

れている。 

ｃ 評価の妥当性や客観性の確保に課題を感じ

ている。 

ｄ 評価の難しさに係る課題から，指導改善に生

かすという本来の目的に到達しにくい状況が

ある。 

  

この調査結果によれば，学習評価の趣旨の周知や

よりよい評価方法を模索する取組が進められている

一方，「報告」に示された①や②の点（生徒の学習改

善や教師の指導改善に生かすこと）については，未

だ改善しきれていないという状況が窺える。 

 その要因として同調査では，「評価の難しさに係る

課題」を指摘している。 

(2) 「評価の難しさ」について 

 「評価の難しさ」については，同調査で「最終的

に数値化しなければならないことに難しさを感じて

いる」と分析しているように，見取ったことを総括

的評価として数値化する上での根拠や考え方に関す

る難しさであると言え，前掲のｃの「評価の妥当性

や客観性の確保」の課題とも関連していると考えら

れる。 

 この分析に関して，公立中学校長会の研究委員会

に聴き取りを行ったところ，前提として，評価はど

の生徒にも常に一律の方法でなされなければならな

いという考え方が強くあり，生徒一人一人を伸ばす

という，学習評価の目的に至りにくいという現状認

識を示された。 

また，「学習指導要領」実施の前後に教育センター

で実施した研修の受講者の声や，研修に際して学校

から寄せられた質問からは，特に「思考・判断・表

現」や「主体的に学習に取り組む態度」の観点につ

いて，見えにくい資質・能力を測ろうとすることに

腐心している状況があると言える。 

こうした現状認識や状況から，多くの学校で学習

評価の改善に向けた取組は進められているものの，

評価の方法に困難を感じている実態が窺える。特に

総括的評価の方法をどうするかという点から，単元

等の目標や，指導の過程と評価とを一体的に捉える

ことに目が向きにくくなっており，目標に照らして

学習の状況を把握し，授業改善に生かすという取組

については道半ばであると考えられる。 

 

２ 学習評価の改善に向けたこれまでの取組 

 学習評価を授業改善に生かすということについ

ては，従前の平成20年告示の学習指導要領に基づく

学習評価が行われていた段階で，既に各自治体の教

育委員会や教育センターから，実践のための手引等

が示されている。 

 本県の例を挙げると，広島県立教育センターでは，

「生徒の学習意欲を高める指導と評価の在り方に関

する研究」（平成23年度～24年度）として，「関心・

意欲・態度」の観点に着目した研究を通して，この

観点の効果的な指導と評価のモデルを全教科の事例

と共に示した(4)。 

 また，「学習指導要領」の下での取組として，広島

県教育委員会（義務教育指導課）は，「校内研修のス

スメ～『学習評価の改善』編～」（参考資料No.20）

（令和２年），「『主体的に学習に取り組む態度につい

て』～続・校内研修のススメ～」（参考資料No.44）

（令和２年）を作成し(5)，学習評価の趣旨や「主体

的に学習に取り組む態度」の観点の評価について，

理解を深めるための校内研修の進め方を具体的に提

示し，管内各校での校内研修の実施を通した，学習

評価の推進を図ってきた。  

 このように，学習評価を授業改善に生かすという

趣旨は，従前から周知が図られ,その趣旨を踏まえた

研究や研修も進められてきたが，「報告」の指摘や本

県の状況から，「指導と評価の一体化」の実現に向け

て，課題が見られる点については更に追究を要する

と言える。 

 

Ⅱ 目指す学習評価の姿 

 

１ 「指導と評価の一体化」について 

 学習評価のキーワードとして中学校現場にも定

着している「指導と評価の一体化」について，その

意味を改めて確認すると，「参考資料」の巻頭言にお

いて笹井弘之（令和２年）は，「指導と評価の一体化」
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について次のように示し，「学習指導要領」において

その必要性がより明確になったと指摘している。 

 

○ 教師が「子供たちにどのような力が身に付い

たか」という学習の成果を的確に捉え，主体的・

対話的で深い学びの視点からの授業改善を図

ること。 

○ 教育課程を編成・実施し，学習評価を行い，

学習評価を基に教育課程の改善・充実を図ると

いうＰＤＣＡサイクルを確立すること。 

「参考資料」巻頭言における「指導と評価の一体化」(6) 

 

「指導と評価の一体化」という用語の公的な使用

の変遷を振り返ると，既に平成13年の文部科学省初

等中等教育局長通知に見られるが(7)，当初は，評価

によって教師の指導を改善し，さらに新しい指導の

成果を再評価するといった，指導に生かす評価を充

実させることという捉えであった(8)。 

 その後，平成22年の初等中等教育分科会教育課程

部会の報告において，評価を教師の指導改善に生か

すだけでなく，児童生徒のその後の学習や発達・成

長を促す契機とすることや，教育課程の改善に生か

していく(9)という視点も含んだ捉えになった。 

平成31年の「報告」では，この捉えを引き継ぎつ

つ，「指導と評価の一体化」を図るために，「児童生

徒一人一人の学習の成立を促すための評価という視

点を一層重視する」4)とされ，評価を児童生徒の学習

改善に生かすということが強調されている。この背

景には「学習指導要領」において，資質・能力の育

成ということが従前に増して重視されており，その

中で児童生徒が主体的に学んでいくことが重要だと

されてきていることがある。 

本研究では「参考資料」や平成31年の「報告」に

おける「指導と評価の一体化」の捉えに準じつつ，

単元という範囲内での学習指導における評価と授業

改善に焦点を当て，「指導と評価の一体化」を次のよ

うに規定する。 

 

 指導の過程における評価を，生徒の学習改善や

教師の指導改善につなぎ，指導と評価を相互往還

的なものとしていくこと。 

 

２ 形成的評価について 

(1) 「指導と評価の一体化」における形成的評価の

重要性 

 「指導と評価の一体化」を図ることについて，「報

告」では，「教師が自らの指導のねらいに応じて授業

の中での児童生徒の学びを振り返り学習や指導の改

善に生かしていくというサイクルが大切である。」5)

とされている。 

これを踏まえると，「指導と評価の一体化」を図る

中で，生徒に学習改善を促したり，教師自身が指導

改善を行ったりしていくためには，指導の過程にお

いて，生徒の学習の状況を把握することが重要であ

ると言え，いわゆる形成的評価の着実な実践が欠か

せないと考えられる。 

 ただ，形成的評価という用語の指す内容は,これま

での国内外の研究・実践とともに変化が見られるた

め，ここで本研究における捉えを整理しておく。 

(2) 本研究における形成的評価 

ア 形成的評価の変遷 

 形成的評価の考え方が日本に伝わった頃（1980年

代）の形成的評価は，指導の過程における評価を教

師の指導の改善に生かす，といった教師が主体とな

る意味合いが強かった。当時，B.S.Bloomの形成的評

価を紹介した梶田叡一（1986）は，「教師の側でもっ

ているねがい
．．．

やねらい
．．．

の実現を目指す活動の中で，

子どもがほんとうに変わっていきつつあるのかどう

かを見てとり，それを手がかりとして，ねがい
．．．

やね
．

らい
．．

がよりいっそううまく実現していくための手だ

てを講じていく，というのが形成的評価である。」6)

と定義している。ここには，形成的評価が目標に準

拠した評価であることと，評価の結果を指導に生か

すことが示されている。 

その後，1990年代に海外の研究で，教師が主体と

なっていた形成的評価を問い直し，評価の結果を教

師の指導改善につなぐだけでなく，生徒の学習改善

の支援に生かすことも志向した「学習のための評価」

が提唱された。二宮衆一（2021）は，「『学習のため

の評価』の特徴は，教師の指導改善よりも，むしろ

学習者の学習改善の視点から形成的評価を見直すこ

とを提起した点にある。」7)と述べている。 

日本においては2000年代以降，「学習のための評

価」は，形成的アセスメントと呼ばれて研究や実践

が展開されていった。（形成的アセスメントの提唱

は，Sadler,Rによる。） 

安藤輝次（2021）は，形成的アセスメントの定義

を，「目標と実際の子どもの学びのズレを教室内評価

で明確化し，ズレを縮めるために指導と評価の一体

化として教師が授業改善を行い，学習者も不出来を
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出来るように学習改善すること」8)としている。この

ように形成的アセスメントの特徴は，教師だけでな

く学習者（生徒）も評価とその結果の活用に主体的

に参画しているところにある。このうちの学習者が

評価に主体的に参画するという側面について，その

活動自体をメタ認知能力を育む場と捉えた「学習と

しての評価」という考え方も新たに提起されている。 

以上のような変遷を基に，形成的評価を分類する

と表２のようになる。 

 

表２ 形成的評価の分類 

分類 評価の主体，目的 

（初期の）形成的評価 
・教師主体 

・教師の指導改善のため 

形
成
的
ア
セ
ス
メ
ン
ト 

学習のための

評価 

・教師主体 

・教師の指導改善と学習

者の学習改善のため 

学習としての

評価 

・学習者主体 

・メタ認知能力の育成の

ため 

  

形成的評価の捉えは，目標に準拠した評価である

ことと，教師による指導改善のための評価という側

面は当初からもちあわせていた（表２の「（初期の）

形成的評価」）が，その後，生徒の学習改善を支援す

るための評価という側面が加えて強調され，さらに

近年は学習者も評価に主体的に参画していくという

面も提起されてきていると言える（表２の「形成的

アセスメント」）。 

イ 本研究における形成的評価 

 本研究では，先述の「指導と評価の一体化」の捉

え及び，表２の分類を踏まえ，形成的評価を次のよ

うに捉える。 

 

 目標に照らして生徒の学習の状況を見取り，教

師の指導改善や生徒の学習改善に生かすととも

に，生徒自身が主体的に自己の学習を調整してい

けるようにする評価。 

 

 この捉えは，表２では概ね形成的アセスメントの

部分に相当する。 

このように規定した理由として，まず，「報告」に

示された学習評価の改善の方向性として，「学習改善

に生かすこと」が筆頭に挙げられていることや，「主

体的に学習に取り組む態度」の観点の趣旨として，

生徒がメタ認知能力を働かせて自己の学びを調整し

ていく側面が示されていることがある(10)。これは生

徒が自分の現状と目標との差を把握（評価）し，自

己の学習をコントロールしていくということを志向

するものと言え，「学習としての評価」の考え方を含

んだものと捉えられる。したがって，形成的評価は

従前からの捉えである教師の指導改善のみならず，

生徒が学習評価に参画し，主体的に学習改善を進め

ていくことを促すところまでを含むものと捉えた。 

形成的評価の用語をめぐっては，論者によって，

教師主体の意味合いが強い「（初期の）形成的評価」

と「形成的アセスメント」を用語の上で明確に区別

する捉えもあれば，「学習のための評価」「学習とし

ての評価」も「形成的評価」の新しい考え方と位置

付けて「形成的評価」という語で表す捉えもある。 

本研究においては，教師による指導改善と生徒が

評価と学習改善に参画することを促すような支援ま

でを含め，より人口に膾炙している「形成的評価」

の語を用いることとした。 

 

３ 形成的評価の成立要件 

Sadler,R（1989）は，フィードバックに関する研究

から，形成的評価（形成的アセスメント）が機能す

るための三つの条件を示している。 

 

Ⅰ 生徒が学習の目標について理解しているこ      

と 

Ⅱ 生徒が学習の目標と自分の学習の状況との

乖離について知っていること 

Ⅲ 生徒が学習の目標と自分の学習の状況との

乖離を埋める方法を指導されること 

形成的評価が機能するための三つの条件 

※翻訳は鈴木秀幸（2021）による9)。 

 

この三つの条件は，生徒の役割が示されている点

に特徴がある。Sadlerのこの点が示された背景につ

いて，鈴木秀幸（2021）は，教師がフィードバック

をしても，生徒がそれを生かそうとしなければ学習

改善に至らないということから「形成的評価が機能

するには，教師の指導があるにしても，生徒自身が

積極的に学習の改善に動く必要がある」10)と解説を

している。その上で鈴木は，生徒が学習改善に動く

ために，生徒自身が目標と自分の学習状況の差を認

識する自己評価能力の育成の必要性を指摘している
(11)。さらに，最終段階として生徒が自ら学習をコン

トロールしていけるようになることが目指すところ
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であるとしつつ，そうした段階にすぐに到達できる

わけではないとして，「初めのうちは教師の指導が必

要ですが，生徒の自己評価能力が付いていくにつれ

て，教師の指導は減らしていくことになります」11)

と述べ，段階的に生徒が自ら学習改善に取り組んで

いけるようにすることに言及している。 

Frey.NとFisher.D（2011）は，形成的評価（形成的

アセスメント）においては，Sadlerの三つの条件に示

されること（Ⅲについては，それによって実際に生

徒が乖離を埋めようとすること）を生徒ができるよ

うに，教師が目標の設定や，生徒の実態に応じたフ

ィードバックなどを行っていくことの重要性を論じ

ている(12)。Frey.Nらが「生徒の実態に応じ」として

いるのは，生徒が目標や自己の学習状況を把握でき

ていなければ，生徒は自ら学習を改善することがで

きないという前提に立っており，教師による生徒の

実態に応じた計画的な指導の必要性を重視している

ためである。 

鈴木やFrey.Nらの述べていることは，指導と評価

の中長期的な在り方についてのものである。形成的

評価の実践では，一つの単元においても，これまで

の単元の指導や，その先の単元の指導を視野に，徐々

に生徒が自ら学習改善を進めていけるようになるこ

とを意図して，教師が指導と評価の計画を立て，生

徒に対して，実態に応じた働きかけをしていくこと

が重要であると考えられる。 

以上を踏まえ，本研究では上記の三つの条件を満

たすために教師が行うことを，形成的評価を成立さ

せる要件として表３の４点に整理した。 

 

表３ 形成的評価を成立させる要件 

【要件】（教師が行うこと） 条件 

【要件１】 評価規準の設定と理解 

Ⅰ 

【要件２】 評価規準の生徒との共有 

【要件３】 

評価規準に照らして生徒

の学習の状況を把握し，そ

れを生徒にフィードバック

したり，生徒自身も自分の

学習の状況が分かるように

したりする。 

Ⅱ 

【要件４】 

評価規準と生徒の学習の

状況との差を埋めるための

指導を行ったり，差を埋め

る方法について指導したり

する。 

Ⅲ 

 表３のうち，下線部分は教師の指導改善，または

教師の指導改善と生徒の学習改善のために行うこと

して共通する内容であり，波線部分は生徒の学習改

善を促すための内容である。 

 【要件２】～【要件４】はそれぞれほぼ条件Ⅰ～

条件Ⅲに対応しているが，Ⅰまでに述べた学習評価

の現状から，教師の行為として，教師自身が評価規

準を明確に設定し，それを満たした生徒の姿（成果

物の状況も含む）を具体的に想定しておくことが前

提になると考え，【要件１】を設定した。また，【要

件３】【要件４】では，学習改善のための情報を生徒

が得ることについて，教師から情報を与えるだけで

はなく，生徒自身で学習改善に取り組むことに向け

た足場掛けも併記し，生徒の実態に応じて徐々に生

徒が自分で学習を調整できるようになることを含ま

せた。 

 なお，表３においては「目標」という語を用いず

に「評価規準」としている。「参考資料」では，「評

価規準とは，観点別学習状況の評価を的確に行うた

め，学習指導要領に示す目標の実現の状況を判断す

るよりどころを示したもの」12)とされていることか

ら，基本的に目標と評価規準は対応する関係にある

と言える。本研究では，形成的評価の実践を対象と

して扱うため，評価の実践場面に即して「評価規準」

という語を用いた。 

 

Ⅲ 学習評価の改善に向けて本研究の一年次に明

らかにすること 

 Ⅰに述べた状況において，学習評価の改善に向け

て形成的評価を充実させていくためには，例えば，

評定の在り方についての制度的な改革や，教員の負

担軽減のための校内でのカリキュラム・マネジメン

トなどを進めていくといった枠組みの整備を求める

声もある(13)。 

 しかし，そうした外枠の整備と並行して，そもそ

も指導と評価を相互往還的なものとして捉え，目標

に準拠した評価の下に形成的評価そのものの実践を

進め，その好事例を蓄積したり評価に係る教師の実

践力を向上させたりしていくこともまた必要であろ

う。また，そうすることで「指導と評価の一体化」

の考え方が定着し，評価規準に沿った評価の精度が

高くなり，評価に係る困難さも減少し，評価が授業

改善につながっていくことが期待される。 

 学習評価の実施方法や事例は，従前より国や各自

治体から示されているものの，評価規準の設定から
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評定の出し方までの手順を示したものが多く，形成

的評価に焦点化したものは少ない。  

 また，形成的評価の実践は，海外の学校や，いく

つかの国立学校で先進的に取り組まれているが，そ

の成果を，カリキュラムや学校実態の異なる日本の

公立中学校においてどのように生かしていくかを明

らかにしていくことにはなお検討の余地がある。 

そこで，本研究の一年次では公立中学校での形成

的評価の着実な実施のための手掛かりを得るため，

次の①・②のことを明らかにしたい。①は，形成的

評価に係る実践の状況や，教員の意識の上での課題

を把握することがねらいである。②は，先進的な取

組を行っている海外や国立学校における事例から，

①の課題を乗り越えて形成的評価を効果的に実践し

ていく上でのポイントを見いだすというものであ

る。 

 

① 形成的評価を実施するに当たって，どのよう

な課題があるか。 

② ①の課題を踏まえ，形成的評価を効果的に実

施していくためのポイントは何か。 

本研究の一年次に明らかにしていくこと 

  

Ⅳ 形成的評価の実践上の課題 

 

１ 先行研究における課題の指摘 

これまでの諸研究から形成的評価の課題として指

摘されているのは次の点である。 

鈴木秀幸（2021）は，Black,PとWiliam,Dらの研究

から明らかになった，形成的評価の課題として，表

４の３点を挙げている。 

 
表４ 形成的評価の課題(14) 

Ａ 教師の質問 

・単語で答えられるような質問が多い。 

・生徒に考える時間が十分に与えられない。 

・授業の秩序を維持する目的で質問が発せられる。（単に

授業への注意を喚起するためであったり，円滑に進める

ために理解できていそうな生徒に指名したりするな

ど。） 

Ｂ 評価結果の生徒へのフィードバック 

・学習の改善に役立つようなフィードバックになってい

ない。 

Ｃ 生徒の自己評価や相互評価 

・生徒が積極的に学習改善に動く必要がある。 

 

 Ａの発問（引用元の文献では「質問」だが，同義

とみなされるため「発問」と言い換える。）について

は，生徒の考えを引き出すような発問により，生徒

の思考の状況を判断することができるが，課題に挙

がっているような発問及びその仕方では，そうした

判断が難しいというのである。この課題は，口頭で

発せられる発問に限らず，ワークシート等に記載す

るものにも言えるであろう。この課題は，先の【要

件３】の「生徒の学習の状況を把握」するというこ

とに関わると言える。 

 Ｂについて，点数や順位を知らせるだけでは学習

の改善にほとんど役立たないと鈴木は指摘してい

る。この課題は，【要件３】【要件４】に関わること

である。Ｃは，【要件３】に関わり，生徒が学習改善

に動けるような仕掛けを教師が施すことについての

課題である。 

Ｃの点について安藤輝次（2021）は，生徒に個別

学習や相互学習を促すという考え方が日本では十分

に浸透していないという(15)。つまり，生徒が自己の

学習状況をモニタリングして，自己の学びを調整す

ることに向かわせるところが十分でないということ

である。形成的評価のうち生徒が評価や学習改善に

主体的に参画する「学習としての評価」につながる

ものである。 

 このように見てくると，先行研究で指摘されてい

る課題は，形成的評価の成立要件のうち主に【要件

３】【要件４】に関わるものであると言える。 

 

２ アンケートによる実態調査 

 先行研究で指摘されている課題は，欧米での研究

を受けたものや，欧米と比較した日本の状況につい

て触れたものであった。 

 本研究では，上記の課題以外に，公立中学校にお

ける形成的評価の実践上の課題はないか，その実態

を把握すべく次のようなアンケート調査を行った。 

  

調査対象：県内の公立中学校教員 

     ・中学校７校 

     ・中学校教育研究会教科別部会１部会 

調 査 数：110 

回 答 数：101（回答率:91.8％） 

調査時期：令和４年８月～令和５年１月 

形 式：無記名，選択式（一部記述有） 

 

 アンケートの項目は，先に示した形成的評価の【要

件１】～【要件４】に基づいて設定した。ただし，

形成的評価の語の解釈が回答者によって揺れること

を防ぐため，形成的評価という語は用いず，【要件１】
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～【要件４】に相当する行為という形で設定した。

アンケートの全質問項目及び回答状況は別紙に示

す。 

 

３ アンケートの結果の概要 

 アンケートの結果として，形成的評価の実践上の

課題を考察する上で関係する事項のみを表５に掲載

する。 

 
表５ アンケートの結果 

関連する【要件】 
項 目 ％ 

１ ２ ３ ４ 

○    
全ての単元において評価規

準を設定する。 
52.0 

○    

学習指導要領に基づき，自分

で（あるいは教科会で）評価

規準を設定する。 

38.6 

○    
教科書会社の示す資料等を

用いて評価規準を設定する。 
52.5 

○  ○  
単元の始めに評価規準を確

認する。 
63.3 

○  ○  
単元の途中で評価規準を確

認する。 
22.8 

○  ○  

単元の始めと途中と終わり

において評価規準を確認す

る。 

10.9 

 ○   評価規準を生徒と共有する。 69.3 

 ○ ○  
評価規準を用いて生徒に自

己評価をさせる。 
48.5 

 ○ ○  
評価規準を用いて生徒に相

互評価をさせている。 
15.8 

 ○  ○ 

評価規準を用いて生徒に今

後の学習の進め方を考えさ

る。 

25.7 

  ○  
単元の途中での評価を実施

する。 
64.4 

  ○ ○ 
単元途中の評価を自身の指

導改善に生かす。 
39.6 

  ○ ○ 
単元途中の評価を生徒の学

習改善に生かす。 
36.6 

   ○ 

単元途中の評価の結果から

生徒に今後の学習の進め方

について助言をする。 

28.7 

   ○ 

単元途中の評価の結果から

生徒に今後の学習の進め方

について考えさせる。 

11.9 

※数値は全数に対する割合。 

４ アンケート結果の分析 

 アンケートの結果から，県内公立中学校における

形成的評価の課題として，次の点を指摘できる。 

 

○ 評価規準の設定・理解，運用が十分でない。 

○ 生徒との評価規準の共有，評価の実施，指導

改善及びフィードバックが，生徒の学習改善ま

でを意図した一貫性のあるものになっていな

い。 

 

(1) 評価規準の設定と運用 

 アンケートの結果から，まず，評価規準の設定と

理解及びその運用に課題があることが分かった。こ

れらの課題は，形成的評価の成立要件の【要件１】

はもとより，【要件２】～【要件４】の全てにつなが

るものである。 

ア 評価規準の設定 

 評価規準の設定について，単元ごとに設定してい

る教員の割合は５割程度であった。また，学習指導

要領に基づいて自ら（教科会で）評価規準を設定し

ている教員の割合が４割弱程度であり，半数は教科

書会社が示す資料等を用いて評価規準を設定してい

る。教科書会社の資料等に示される評価規準は，学

習指導要領を踏まえているものの，汎用性を考慮し

て抽象的・一般的な表現で記載されている。そのた

め，評価のポイントや水準が曖昧にならないよう，

評価規準を設定する際に，単元を通して育成を目指

す資質・能力を身に付けたり，発揮したりしている

生徒の姿を具体的に想定しておくことが重要とな

る。これは，学習指導要領の文言をそのまま文末を

変えるなどして使用している場合も同様である。 

評価規準を確実に設定することも必要だが，評価

規準を，実際の単元の具体的な学習活動や目標を達

成した生徒の姿と結び付いたものと理解して設定す

ることが課題であると言える。 

イ 評価規準の運用 

 アンケートによると，単元の途中での評価を実施

していると回答した教員は65人であった一方，その

うち単元の始めに評価規準を確認するとした回答は

42人，単元の途中で評価規準を確認すると回答した

教員は19人（単元の始めとの重複回答有り）であっ

た。 

 このことから，単元の途中での生徒の学習の状況

の見取りが，評価規準に照らしてなされていない場

合のあることが窺え，設定した評価規準が学習の過

程における評価に十分運用されていないという課題
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が浮かび上がった。 

(2) 生徒の学習改善を意図した一貫性のある取組 

 先に示した単元の途中での評価を実施していると

いう回答（65人）のうち，指導改善を目的に行って

いるとの回答は39人，学習改善を目的に行っている

との回答は35人であった（指導改善と学習改善の重

複回答有り）。つまり指導改善や学習改善を目的とし

た，単元途中の評価の実施は全体の４割弱にとどま

っていることになる。 

 また，評価規準の生徒との共有については，約７

割（70人）が実施していると回答しており，そのう

ち49人は自己評価をさせているが，相互評価は16人

となっている。今後の学習の進め方を考えさせてい

ると回答したのは26人である。学習改善を目的とし

た評価を実施している中には，学習の進め方につい

て助言しているとの回答もあったが，全体としては

少数であった。 

 一方，フィードバックについては，学習改善を目

的に単元途中の評価を実施していると回答した36人

のうち，29人が今後の学習の進め方について助言す

ると回答し，12人が今後の学習の進め方について考

えさせる，と回答した（両回答には重複有り）。学習

改善を目的に評価をしている場合には，自ずとフィ

ードバックも生徒の学習改善を目指したものになっ

ているのではないかと考えられる。 

こうした状況を見ると，形成的評価の実践の程度

には教員の間でばらつきがあること，さらに先述の

形成的評価の成立要件に示すような実践を部分的に

していても，それが生徒の学習改善ということまで

を意図して一貫性をもって計画的に行っている教員

は少数にとどまることが分かる。 

形成的評価を機能させるために，単元の途中での

評価や生徒と評価規準の共有をするだけでなく，評

価規準を学習活動に即したものにしたり，生徒に学

習改善を促すような働きかけをしたりしていくこと

が課題になると考えられる。 

  

５ 形成的評価の実践上の課題（まとめ） 

先行研究，アンケートの結果の分析を踏まえ，形

成的評価の実践上の課題を次の表６に整理する。こ

こでいう実践上の課題とは，形成的評価を成立させ

ようとする際に課題となる事項である。したがって，

課題の整理においては，先述の【要件１】～【要件

４】と対応するようにした。 

これらの課題を乗り越え，形成的評価を成立させ

ていくことで，学習評価が授業改善につながり，「指

導と評価の一体化」が実現すると考える。 

  

 

表６ 形成的評価の実践上の課題 

形成的評価の成立要件 課題 

【要件１】評価規準の設定と理解 ・評価規準を単元の学習活動と結び付いたものにすること。 

【要件２】評価規準の生徒との共有 ・学習改善を意図して評価規準を生徒と共有すること。 

【要件３】評価規準に照らして生徒

の学習の状況を把握し，それを生徒

にフィードバックしたり，生徒自身

も自分の学習の状況が分かるよう

にしたりする。 

・評価場面を計画的に設定すること。 

・生徒の思考を見取れるような発問をすること。 

・生徒が学習改善に役立てられるようなフィードバックをすること。 

・生徒による学習改善に向けた自己評価や相互評価を実施すること。 

【要件４】評価規準と生徒の学習の

状況との差を埋めるための指導を

行ったり，差を埋める方法について

指導したりする。 

 

Ⅴ 先行研究・実践の分析 

 

１ 分析の対象及び選定理由 

Ⅲに示した「本研究の一年次に明らかにすること」

の②について，本研究では，Ⅳまでに整理した形成

的評価の実践上の課題を克服するための考え方や方
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策を見いだすために，形成的評価の研究・実践を行

っており，一定の成果を収めている国内外の事例を

分析し，形成的評価を成立させていくための実践上

のポイントを見いだすこととした。 

分析の対象とした事例は，いずれも国際機関や国

の機関の評価を受けており，信頼性が高いと判断し

たものを取り上げた。分析の対象及びその選定理由

の詳細については，表７のとおりである。 

 
表７ 分析の対象及び選定理由 

 対象 理由 

海
外 

ＯＥＣＤ教育研

究革新センター

（ＣＥＲＩ）に

よる事例研究

（What Works） 

 ８か国（日本は含まれて

いない）のケーススタディ

校（中等教育）の分析を通し

て，「形成的アセスメントの

要素」を抽出しており，カリ

キュラムや教育制度は日本

と異なるものの，形成的評

価のポイントとしては通用

する部分もあると考えられ

る。 

国
内 

横浜国立大学教

育学部附属横浜

中学校 

 平成31年度以来学校の研

究主題・副題に学習評価を

盛り込み，横浜国立大学等

と連携して「指導と評価の

一体化」を具現化する実践

を継続的に行い，「指導と評

価の一体化」の趣旨が全校

で共有されている。また，特

に評価規準や評価の方針に

ついて生徒と共有すること

に成果を示しており，学校

全体での取組として参考に

できる。 

埼玉大学教育学

部附属中学校 

 国立教育政策研究所の教

育課程研究指定事業による

研究の中で，指導と評価に

係る研究を継続的に行い，

形成的評価に際して効果的

な工夫を成果として示して

おり，学習評価の改善の趣

旨に沿った取組として参考

にできる。 

 

２ 分析の視点及び方法について 

分析は，先述の表６に整理した形成的評価の実践

上の課題に相当する事項が乗り越えられている場

合，どのような実践によって乗り越えているか，と

いう視点で行った。 

ＯＥＣＤ教育研究革新センターの事例研究につい

ては，公開されている資料(16)を基に行った。また，

国内の２校については，当該校が出版物，ＷＥＢペ

ージにおいて公開している情報(17)の他，実際に２校

を訪問し，授業の参観及び担当者への聴き取りから

得られた情報を基に行った。 

なお，表記の関係上，以下，分析対象とした機関

等を取り上げる際は表８のように表記する。 

 
表８ 分析対象機関・学校の表記 

機関・学校 表記 

ＯＥＣＤ教育研究革新センター 

（Center for Educational Research 

and Innovation） 

ＣＥＲＩ 

横浜国立大学教育学部附属横浜

中学校 
附属横浜中学校 

埼玉大学教育学部附属中学校 埼大附属中学校 

 

３ 分析の対象とした機関・学校の研究等の特徴 

(1) ＣＥＲＩ 

ＯＥＣＤ加盟国の教育政策立案に資する調査研究

を行っているＣＥＲＩは，形成的評価（形成的アセ

スメント）の実践に関して効果を上げている中等教

育相当の学校を，８か国から取り上げてその実践の

特徴を分析し，国際的な文献調査と合わせて，形成

的評価（形成的アセスメント）の六つの要素を抽出

した。 

 

要素１：相互作用を促進する教室文化の確立とア

セスメントツールの使用。 

要素２：学習ゴールの確立とそれらのゴールに向

けた個々の生徒の学力進歩の追跡。 

要素３：多様な生徒のニーズに応じた様々な指導

方法の活用。 

要素４：生徒の理解を把握・予想（アセス）する

ことへの多様なアプローチの使用。 

要素５：生徒の学力達成状況へのフィードバック

と確認されたニーズに応じて授業を合わ

せること。 

要素６:学習プロセスへの生徒の積極的な関与。 

形成的評価（形成的アセスメント）の六つの要素13) 

 

これら六つの要素の中には，先にまとめた【要件

１】～【要件４】と重なると思われる要素もある。

分析においては，これらの要素について具体的にど

のような実践がなされていたかを見て，形成的評価

の実践上の課題を乗り越えるために役立つ事項はな

いかを探った。 
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(2) 附属横浜中学校 

ア 学校の概要 

各学年３学級。附属小学校からの進学者，選抜に

よる入学者，帰国者から成る。附属高校は無い。教

諭は，人事異動により公立中学校から赴任している。 

イ 研究・実践の特徴 

〔「学習プラン」の作成と活用〕 

「学習プラン」とは，その単元において，どのよ

うな資質・能力を身に付けるのか，そのためにどの

ような学習活動を行い，どの場面でどのような評価

規準で評価をするのかを生徒にも分かるように示し

たものである。附属横浜中学校では「その単元（題

材）の学びの全体像を生徒と共有することを目的に，

『身に付けさせたい資質・能力』を『評価規準』形

式で述べたもの，小単元それぞれの『ねらい』やそ

の際の『学習活動』，単元（題材）の学習成果を記録

に残す際の『評価方法』が記載されたプリントやス

ライドなどの総称」14)としている。 

附属横浜中学校では，この「学習プラン」を全教

科で作成，活用をしている点に特徴がある。（「学習

プラン」の例は図１参照） 

 

 

図１ 「学習プラン」の一例（国語科） 評価規準，学習活  

動の流れとその活動を通して付けたい力，振り返りの

記入欄が一枚に示されている。 

 

(3) 埼大附属中学校 

ア 学校の概要 

各学年４学級。附属小学校からの進学者，選抜に

よる入学者，帰国者から成る。附属高校は無い。教

諭は，人事異動により公立中学校から赴任している。 

イ 研究・実践の特徴 

〔形成的評価を位置付けた単元の設計〕 

埼大附属中学校では，単元の指導と評価の計画を

立てる際に，教師からのフィードバックや生徒の自

己評価，相互評価をどの場面でどのように行うのか

を計画的に入れ込むようにしている。また，単元の

評価規準について，具体的に生徒がどのようなこと

をアウトプットできればよいのかの例を指導計画の

中に盛り込んでいる。 

〔振り返りの充実〕 

同校では振り返りの充実も図られている。振り返

りの方法は教科によって異なるが，多くの教科でポ

ートフォリオ形式のワークシート（ＯＰＰなど）を

用いて，単元における学習状況を可視化している。 

特徴としては，単元を通して育成したい資質・能

力を明確にした上で，単元を通して考えさせる問い

を設定し，単元の前後でその問いに対する自分の考

えの変容を振り返らせていること，また，単元の途

中段階での生徒の記録について，次の課題を見いだ

せるような書かせ方をしたり，学習改善につながる

ようなフィードバックをしたりしていることであ

る。（振り返りの例は図２参照） 

 

 
図２ 振り返りの一例（理科） 問いに対する変容を可視

化している。 

 

Ⅵ 形成的評価の実践上のポイント 

 

１ 形成的評価の実践上のポイント及び形成的評

価の実践上の課題との対応 

Ⅴの分析に基づき，本研究における，形成的評価

の実践上のポイントを６点にまとめ，Ⅱに示した形

成的評価の実践上の課題との対応を図３に示す。 

評価規準 

学習活動の流

れ，付けたい

力，評価方法 

振り返り 

学習前 

学習後 

振り返り 
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（実線は，直接的な対応関係，破線は直接的でないが影響をもたらす関係を表す。） 

図３ 形成的評価の実践上のポイント及び課題との対応 

 

２ 各ポイントについて 

(1) 【ポイント１】目標に到達した生徒の学習の状 

況を具体的に想定して評価規準を設定し，その

評価規準と評価方法，学習活動に一貫性をもた

せた単元を設計する。 

単元の目標に到達した生徒の学習の状況を，学習

活動を踏まえて具体化し，評価と学習活動に一貫性

をもたせることは，評価規準と学習活動を結び付い

たものにするだけでなく，評価規準に照らして計画

的に評価を行ったり，その評価規準を生徒と共有し

たりする上での大前提になると考え，第１のポイン

トとした。 

ＣＥＲＩが調査した複数の学校では，公的に設定

された規準は幅広いため，教師たちはより詳細な規

準を開発し，特定の学習ゴールと生徒の作品の質を

判断できるようにしているという。 

附属横浜中学校では，先の「学習プラン」を作成

する際に，評価規準（「おおむね満足できる」状況）

の具体的な姿をイメージするようにしている。これ

によって，その規準を全生徒が達成するためにどの

ような学習課題を設定すればよいか，形成的評価の

方法，ワークシートの作り方などが明確になるとし

ている。附属横浜中学校では，学習課題，学習活動，

またワークシート等のツールも評価規準の達成に向

けて一貫性をもったものになっており，そのことに

よって形成的評価を行うタイミングを見極めやすく

なったり，生徒がワークシートを活用して学習の進

捗を振り返ることができるようにしたりしている。 

埼大附属中学校では，単元の学習の進行に伴う生

徒の変容を見取ることができるような単元の設計を

重視し，評価の時期や評価方法の精選を行っている。

例えば社会科では，単元を通して身に付けさせたい

資質・能力という視点から，単元を中単元，小単元

と階層化し，各時間の学習課題を設定して単元を組

み立て，その単元の組み立てと連動したポートフォ

リオ形式の振り返りシート（「社会科学びの地図」）

を作成し，生徒に記入をさせている。単元が資質・

能力に基づいて構造化されているため，振り返りシ

ートの記述を見取ることで，教師も生徒も目標に対

する学習の進捗を捉えやすくなっている。 

両校への聴き取りでは，こうした単元設計を行う

ことで，単元で扱う内容が目標に向かって精選され，

かえって評価に係る負担感は減っているとのことで

あった。評価規準に基づいて単元を構成することで，

評価規準と学習活動の結び付きが明確になり，形成

的評価を行いやすくしていると言える。 

(2) 【ポイント２】目標の到達に向けて，生徒の思 

考を促し，生徒が試行錯誤しながら学習活動に

取り組むことを求めるような問いや学習課題を

設定する。 

形成的評価の実践上のポイント 

【ポイント１】 

目標に到達した生徒の学習の状況を具体的に想定して評価

規準を設定し，その評価規準と評価方法，学習活動に一貫性

をもたせた単元を設計する。 

【ポイント２】 

目標の到達に向けて，生徒の思考を促し，生徒が試行錯誤し

ながら学習活動に取り組むことを求めるような問いや学習

課題を設定する。 

【ポイント３】 

単元の評価規準と学習活動の関係を生徒が理解できるよう

に明示する。 

【ポイント４】 

段階的・継続的に相互評価を導入し，生徒が自己の学習の状

況を把握し学習を調整できるようにする。 

【ポイント５】 

生徒が自分の学習の過程を見直して，次に向けた改善につい

て考えられるようなフィードバックをする。 

【ポイント６】 

学習改善を前提にして，生徒が協働的に学習を進める文化を

醸成する。 

 

形成的評価の実践上の課題 

評価規準を単元の学習活動と結び付いたものにすること。 

学習改善を意図して評価規準を生徒と共有すること。 

評価場面を計画的に設定すること。 

生徒の思考を見取れるような発問をすること。 

生徒が学習改善に役立てられるようなフィードバックを

すること。 

生徒による学習改善に向けた自己評価や相互評価を実施

すること。 
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単純に答えが出せるような問いではなく，思考を

促したり引き出したりするような問いの設定が重要

であることについては，Black,PとWiliam,Dらの研究

で明らかになっていることを先に述べた。 

分析した国内の２校に共通していたことは，生徒

がじっくり考えたり，試行錯誤しながら取り組んだ

りすることが求められるような問いや学習課題を設

定し，かつその学習活動の場面において，生徒も目

標に対しての自分の学習の状況が把握できるよう

に，思考の過程を表出させるようなワークシート等

を用いていたことである。両校の実践に見られた問

いや学習課題と評価規準の例を表９に挙げる。 

 

表９ 問い，学習課題と評価規準の例 

問い，学習課題 評価規準 

話合いにおいて「合意形

成」とはどのような状況を

指すのか。また，その状況に

なるには，どのような要素

が話合いに必要か。 

〔埼大附属中学校・国語〕 

「話すこと・聞くこと」に

おいて，進行の仕方を工夫

したり互いの発言を生かし

たりしながら話し合い，合

意形成に向けて考えを広げ

たり深めたりしている。 

江戸時代の政治改革を

「持続可能性」の視点から

評価しよう。 

〔附属横浜中学校・社会〕 

江戸時代における社会の

変化と幕府の政策の様子を

多面的・多角的に考察し，表

現している。 

１年生の生活習慣は全国

と比較してどのような特徴

があるのだろうか。 

〔附属横浜中学校・数学〕 

目的に応じてデータを収

集して分析し，そのデータ

の分布の傾向を読み取り，

批判的に考察し，判断する

ことができる。 

運動とは何か。 

〔埼大附属中学校・理科〕 

「物体の運動」について

の自分自身の概念や考え方

の変容を自覚し，その要因

を本単元の学びの過程と関

連付けて表現している。 

【課題】キング牧師のスピ

ーチから学んだことを基

に，ＳＤＧｓ目標10「人や国

の不平等をなくそう」につ

いて，自分の意見をプレゼ

ンしよう。 

【問い】どうしたら自分の

思いが聞き手に届き，聞く

人たちが行動を起こせる

か。 

〔横浜附属中学校・外国語〕 

聞き手を意識して，日常

的な話題や社会的な話題に

関して収集した情報や自分

の考え，気持ちなどを整理

して話している。 

 

このような問いや学習課題は，生徒に思考を促し，

時に試行錯誤して取り組みながら，目標とする資質・

能力が育まれたり，発揮されたりするものであり，

生徒が学習の過程でワークシートや振り返りシート

に思考をアウトプットすることにより，生徒の学習

状況を把握することが可能になり，生徒へのフィー

ドバックにも役立つことになる。 

(3) 【ポイント３】単元の評価規準と学習活動の関 

係を生徒が理解できるように明示する。 

本研究において実施した中学校の教員向けのアン

ケートでは，およそ７割の教員が評価規準を生徒と

共有していると回答した。 

ＣＥＲＩ及び２校の研究・実践の分析から，この

共有を奏功させるためには次の２点が重要であると

分かった。それは，生徒に評価規準を示すだけでな

く，①評価規準に示された目指すべき姿（成果物の

在り方など）を，生徒も具体的にイメージできるよ

うにすること，②生徒が評価規準と取り組もうとし

ている（あるいは取り組んだ）学習活動がどのよう

に関係しているのかを理解できるようにすることで

ある。 

①の点について，ＣＥＲＩの調査校で聞き取りを

行った多くの教師が目標や評価規準（及びルーブリ

ックのような基準）を定期的に共有しており，模範

的な成果物の例を示して，評価規準に照らして質の

高い成果物は，どのような要素を含むべきかを生徒

に議論させるなどしている。 

同様の取組は，国内の２校でも実施されており，

後述する【ポイント４】の振り返りや相互評価を効

果的に行わせるための前提になっていると言える。 

②の点は，特に附属横浜中学校の実践に顕著に見

られた。同校では，評価規準と学習活動との関係を

単元の要所で生徒に明示的に説明をしている。 

例えば，国語科では，単元の冒頭で先述の「学習

プラン」を生徒に配付し，単元を通して身に付ける

資質・能力と，教材，言語活動の関係を説明する場

面を設けている。そして，毎時間の冒頭にも，その

資質・能力とその時間の学習活動の関わりを確認す

る時間を設けている。 

 また，社会科や外国語科では，「学習プラン」に沿

った形で作成されたワークシートを使用し，生徒は

ワークシートの学習課題に取り組みながら，「学習プ

ラン」に照らして，自身の学習の進捗を確認できる

ようになっている。 

 「学習プラン」を生徒に配付するだけでなく，そ

の内容を明示的に説明したり，ワークシートに反映

させたりすることで生徒が単元の評価規準や自身の

学習状況を常に意識できるようになっている。 
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 このように，生徒が評価規準によって示される姿

（成果物の状況等）を具体的に理解し，常に意識で

きるようにしておくことは，生徒自身が学習改善を

進めていけるようにする上で極めて重要である。 

 

授業冒頭での「学習プラン」による説明の様子（附属横浜中学校） 

 

(4) 【ポイント４】段階的・継続的に相互評価を導 

入し，生徒が自己の学習の状況を把握し学習を 

調整できるようにする。 

ＣＥＲＩは，相互評価の意義について，より活気

のある学習環境を創ることに役立ち，生徒が相互に

建設的な批判をする能力を身に付ける助けとなり，

自己評価の技術を発達させる土壌になるとしてい

る。 

ＣＥＲＩが調査したカナダのザヴィエル校の事例

（英語で文章を書く授業）では，生徒に課題のチェ

ックリスト，ルーブリックを与え，ペアでお互いの

書いた文章を評価し合いながら質を高めていくよう

にしている。生徒はルーブリックを用いて作業をす

ることを楽しんでおり，「皆が間違ってしたことや，

どうすれば直すことができるかがよく分かる。その

ことで，自分自身で目標を定めることがとても簡単

になる。」と自己の学習改善への好影響を紹介してい

る。 

附属横浜中学校では，相互評価を単元の要所で取

り入れている。【ポイント３】に述べたように，評価

規準によって示される姿（成果物の状況）とするた

めに，どのような要素が必要なのかをグループで考

えさせた上で，それらに照らして相互評価をさせて

いる。これにより，評価規準を「教師から与えられ

たもの」として受け取るのではなく，自分たちが学

習してきたことのどこが重要なのか，ということを

実感した上で，目指す姿（パフォーマンスや成果物

の状況等）を捉えられるようになり，要素が足りな

い場合，どのような学習をしていけばよいかを自分

で考えられるようになると言える。 

同校への聴き取りによると，協働して評価を行わ

せるところが重要で，一人ではなかなか要素を見い

だせなかったり，評価も不十分になったりするが，

グループで検討させることにより気付くことができ

るようになるという。 

埼大附属中学校も相互評価の機会を多く取り入れ

ている。生徒の学習改善に役立てるのみならず，Ｉ

ＣＴを活用し，小集団での相互評価で浮かび上がっ

た共通した課題を教師が把握し，クラス全体に対す

る授業で取り上げるといった指導改善にもつなげて

いる。 

本研究で実施したアンケート（Ⅳ参照）では，評

価規準を用いて自己評価をさせている教員の割合は

約49％であったのに対して，相互評価をさせている

割合は約16％であった。相互評価を実施すると時間

がかかることなどが相互評価の実施が低調な要因と

考えられる。しかし，生徒が自己の学習の状況を把

握し，学習改善を行っていく上で，相互評価によっ

て協働的に評価を行っていくことは，学習改善をよ

り効果的に進めていくことだけでなく，「主体的に学

習に取り組む態度」を涵養していくことからも重要

であると考える。 

なお，ＣＥＲＩの研究では，相互評価を取り入れ

ている教師からは生徒同士が互いに有益な評価を行

うためには，そのための指導と生徒の練習が必要と

いう声があることが紹介されている。附属横浜中学

校でも，第１学年のうちは，評価規準を示しても妥

当な要素を見いだすことが難しく，教師が介入する

こともあるが，継続していくことにより学年が上が

るにつれて精度が上がってくるとのことである。 

このポイントは，相互評価を低学年時から段階的・

継続的に行っていくことで，相互評価そのものの精

度を上げ，自己の学習の状況を把握し，改善を進め

ていく能力を育てていくことになることを目指すも

のである。 

(5) 【ポイント５】生徒が自分の学習の過程を見直 

して，次に向けた改善について考えられるよう

なフィードバックをする。 

生徒が自己の学習の現状と目標との差を埋めるこ

とができるようなフィードバックが重要であること

は，既に先行研究で明らかになっている。 

ＣＥＲＩや２校の事例の分析から，そのフィード
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バックにおいて，教師が次にすべきことを全て教え

るのではなく，フィードフォワードの視点をもって，

生徒自身に次にどのような学習や取組をしたらよい

かを考えさせていくように行うことが有効であると

分かった。 

ニュージーランドのオーズヒル・カレッジでは，

教師は生徒に直接的なフィードバックを与えるより

も，生徒が自分で情報を調べたり探したり，他の生

徒の作成したものを参考にしたりすることを生徒に

提案するようにしている。 

埼大附属中学校でもフィードバックでは，教師か

らヒントや学習の方法を示すのではなく，問いかけ

の形式によってなるべく生徒自身に考えさせるよう

にしている。参観した授業（国語）では，合意形成

のための話し合いに必要な要素をグループで検討す

る場面で，「なぜこの要素なのか」「これまで話合い

の仕方について学習したことで生かせることはない

か」などと生徒に問いかけ，生徒が自ら（自分たち）

で答えを出すきっかけを与えていた。また，振り返

りシートの記述から，クラス全体で取り上げた方が

よいと教師が判断したことは，次の授業において全

体にもう一度考えるように投げかける取組も見られ

た。 

附属横浜中学校でも問いかけによるフィードバッ

クは多用されており，例えば外国語科では，最初か

ら個人にフィードバックをせず，【ポイント４】に挙

げたような相互評価を経て，相互評価後にも行き詰

まっている生徒にフィードバックを行う実践が見ら

れる。その際のフィードバックも，「どういう意味で

このように書いたのか。」「どうしてこのように考え

たのか。」などと問いかけて，なるべく生徒から考え

を引き出すようにしているとのことである。 

両校への聴き取りでは，こうしたフィードバック

を継続することで，第３学年になる頃には，振り返

りの記述が評価規準に対応した精度の高いものにな

り，中には，授業でもっと取り上げて欲しいことを

教員に提案する生徒もいるという。 

問いかけによって生徒の考えを引き出すことは，

生徒が自身で自分のつまずきや改善すべき点につい

て考えるきっかけとなるものであり，初めのうちは，

教師から与える情報が多くても，自分で考えるよう

に働きかけるフィードバックを継続的・段階的に行

っていくことで有効になっていくと考えられる。 

(6) 【ポイント６】学習改善を前提にして，生徒 

が協働的に学習を進める文化を醸成する。 

このポイントは，生徒が授業において間違うこと

やリスクを負うことを恐れず，学習活動や相互評価

に臨めるような雰囲気を教師の様々な働きかけによ

って醸成するというものである。これは形成的評価

の実践上の課題に直接作用するものではないが，他

の【ポイント１】～【ポイント５】を支える基盤と

なるものとして挙げたものである。 

文化ということについては，ＣＥＲＩの調査研究

においても形成的評価（形成的アセスメント）の要

素の筆頭に挙げられている。ＣＥＲＩの研究対象校

の場合，国籍や使用する言語，文化的背景の多様な

生徒が相対的に多く在籍しているとみられ，生徒た

ちが安心して学習に臨めるような文化を教室内に築

くことが，生徒が主体的に学習改善を志向していく

上での大前提になっていると考えられる。 

このような教室内の文化は，日本の学校において

も，生徒が教師からのフィードバックを前向きに受

け止め，失敗を恐れずに試行錯誤し，改善をしなが

ら学習を進めていく上で基盤となるものであろう。

「文化」という語を用いたのは，そうした学習に対

する姿勢が教師にも生徒の間にも共有され，定着し

ているということを表すためである。【ポイント４】

で触れたように，国内の２校において相互評価を積

極的に取り入れたり，【ポイント５】の問いかけによ

るフィードバックを行ったりすることは，学習は常

に目標に向かって改善していくものであるという認

識を教室の中に醸成することにつながっていると言

える。 

また，中学校段階の生徒にとって，自分自身の学

習の状況を自分だけで把握するのは難しい。一方で

教師が毎時間，全ての生徒の状況を把握してフィー

ドバックすることも困難である。そこで，【ポイント

４】に示すように相互評価が機能するとよいと考え

られる。互いに値踏みをするのではなく，高め合う

ための相互評価をしていくためには，教室の中に協

働的に学習を進めていく雰囲気が必要である。 

さらに，教室内の文化を支えるためにも，校内の

教員間でもそうした文化を醸成する認識を共有して

おくことが前提になると考えられる。例えば，附属

横浜中学校では，教科を越えて，評価規準を基に生

徒の成果物を実際に評価し合うモデレーションを通

して，評価に関する教員の力量を高めるとともに，

評価に関する情報交換を行っている。こうした取組

がバックグラウンドとなって，授業改善につなぐ学

習評価という認識が共有されていくと考えられる。 
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３ 各ポイントの関係 

ここまでに述べた六つのポイントは，それぞれ別

個に作用するのではなく，あるポイントが別のポイ

ントの前提になっていたり，相互に作用する関係に

なっていたりする。これらの関係を踏まえて実践す

ることで，それぞれのポイントによる効果をより高

めることになると考える。また逆に，前提となって

いるポイントが踏まえられていないと，十分に機能

しないと考えられるポイントもある。それぞれのポ

イントの関係を示したものが図４である。 

 

 

図４ 六つのポイントの関係 

 

まず形成的評価を機能させるために必須となるも

のが太い実線（□）で示した【ポイント１】である。

単元の評価規準が学習活動・評価方法の検討ととも

に具体化されていなければ，目標が不明確な（ある

いは目標と乖離した）場当たり的な指導と評価にな

ってしまい，目標に準拠した評価，「指導と評価の一

体化」が成立しない。そのため【ポイント１】は，

【ポイント２】～【ポイント５】を支える土台とな

る。 

次に【ポイント２】は，生徒の思考や活動を促し，

生徒の思考の過程を見取ることで生徒の学習の状況

を把握していくため，また，【ポイント３】は，生徒

が相互評価をしたり，振り返りをしたりして学習改

善をできるように促していくためのポイントであ

る。この二つのポイントは，共に生徒が目標の到達

に向けて学習活動を進めていくためのものであり，

評価に関わる部分で両ポイントが関わるため重なっ

ている。例えば，教師は生徒の思考を表出させたも

のから学習状況を判断してフィードバックをし，そ

のフィードバックを受けた生徒が，評価規準に照ら

して次に必要な学習を考えるという場合，そもそも

生徒に思考を促す働きかけをしておく必要があり

（【ポイント２】），また，生徒も評価規準を理解して

おく必要がある（【ポイント３】）ということである。 

なお，【ポイント３】は，【ポイント４】の相互評

価をしたり，【ポイント５】において次のすべき学習

を検討したりする際に必須であるため太い実線

（○）で示している。 

【ポイント４】と【ポイント５】は，これまでに

述べたように【ポイント１】～【ポイント３】を前

【 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ポイント６】学習改善を前提にして，生徒が協働的に学習を進める文化を醸成する。 

【ポイント１】目標に到達した生徒の学習の状況を具体的に想定して評価規準を設定し，その評価
規準と評価方法，学習活動に一貫性をもたせた単元を設計する。 

【ポイント２】目標の到達に向けて，生徒の思考を促し，生徒が試
行錯誤しながら学習活動に取り組むことを求めるよ
うな問いや学習課題を設定する。

【ポイント５】生徒が自分の学習の過程を見直して，次に向けた改
善について考えられるようなフィードバックをす
る。 

【ポイント４】段階的・継続的に相互評価を導入し，生徒が自己の
学習の状況を把握し学習を調整できるようにする。 

 

 
【ポイント３】単元の評価規準と学習活動の関係を生徒が理解で

きるように明示する。
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提として成立するが，国内２校のケースからは相互

評価とフィードバックを組み合わせることにより，

それぞれの実践のみでは足りない部分を補ったり，

より効果的に行えるようにしたりしている実践が見

られたため，双方向の矢印で結んでいる。 

例えば，一人一人にフィードバックをすることが

難しい場合に，２（４）で述べたように，まず相互

評価によって生徒たちに自分の制作物や記述等の問

題点を認識させた上で，多くの生徒たちに共通する

重要な事項について全体の場でフィードバックをす

ることが考えられる。また，Sadler,R（2010）は，従

来の研究で学習改善に役立つ情報を与えることがよ

いとされてきたフィードバックも，比較的高次で複

雑な能力を育成する場面では，与えられる情報を生

徒が理解できるとは限らないという課題を指摘して

おり，教師からのフィードバックは，その情報を生

徒が自らの言葉として理解できたときに有効に働く

として，相互評価を通して，生徒が教師と似た評価

の経験をすることを提示している(18)。相互評価に際

し，相手の制作物や記述等を評価規準に照らしつつ，

自分の言葉で評価する経験が，教師からのフィード

バックを理解する支えになっていくというのであ

る。 

なお，図４で【ポイント４】を下に，【ポイント５】

を上に配置しているのは，相互評価は【ポイント３】

の評価規準の理解，フィードバックは【ポイント２】

の思考を促し，表出させることとの関連が深いため

である。 

最後に，【ポイント１】～【ポイント５】を包括す

る形で【ポイント６】を配置している。各ポイント

への直接的な作用ではないため，破線で示している。

学習改善を前提とする文化は，形成的評価を効果的

に進めていく基盤となるとの考えから，全体を包括

するものとした。 

形成的評価に係る各ポイントを踏まえた実践に当

たっては，そうしたポイント相互の関係を踏まえる

ことでより確実に，効果的に実践ができると考える。 

学校において実践する際には，まず学校の現状を

把握し，どのポイントに重点を置くか，またどのよ

うな順序で進めていくかを検討した上で取り組むこ

とが望まれる。 

おわりに 

本研究では，中学校における授業改善を促すため

の学習評価の在り方について提案することを目的と

して文献研究や調査，分析を進めてきた。 

一年次の成果としては，文献研究や実態調査を通

して，学習評価の改善に向け，形成的評価の実践上

の課題を明らかにしたこと，また事例の分析に基づ

いてその課題を乗り越える実践上の六つのポイント

をそれらの関係と共に提示することができたことで

ある。 

二年次は，提示した六つのポイントに基づいて，

複数の教科において事例を作成し，研究協力者によ

る実践を行う。そして学習評価の改善の状況を見取

り，形成的評価の実践上のポイント及び事例を洗練

し，中学校教員が活用できる資料として提示してい

きたいと考える。 

最後に，本研究を推進するに当たって，御指導，

御助言を賜った広島大学教育室附属学校機能強化担

当室長（併）附属学校管理アドバイザー濵野清様，

視察，聴き取りや実態調査に御協力いただいた皆様

に，心から感謝申し上げる。 
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